
別紙１ 

 

用語の定義 
 

１ 「指定開始日」とは、手続条例に定める指定期間の開始日のことをいう。 

 

２  ｢指定管理料｣とは、小平市が指定管理者に対して支払う本業務の実施に関する対価の

ことをいう。 

 

３ 「自主事業｣とは、本募集要項にいう業務の範囲以外の業務で、指定管理者が自己の責

任と費用において実施する業務のことをいう。 

 

４ 「事業計画書｣とは、小平市立学童クラブの応募にあたり、応募者が提出した指定管理

業務に係る事業計画書等のことをいう。 

 

５ 「収支計画書」とは、応募者が小平市立学童クラブの指定管理を行うに当たり年間の指

定管理業務の予算執行に係る計画書のことをいう。 

 

６ 「年度協定」とは、基本協定に基づき、市と指定管理者が指定期間中に毎年度締結する

協定のことをいう。 

 

７ 「不可抗力」とは、天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、異常降雪、土

砂崩壊等）、人災（戦争、テロ、暴動等）、法令変更、及びその他小平市及び指定管理者

の責めに帰すことが出来ない事由をいう。 

 

８ 「法令」とは、全ての法律、法規､条例及び正規の手続きを経て公布された行政機関 

の規程をいう。 

 

９ 「暴力団等」とは、暴排要綱第２条に規定する暴力団等をいう。 

 

１０ 「下請負人等」とは、暴排要綱第２条第１項第９号に規定する下請負人等をいう。 
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市と指定管理者の責任及びリスク分担の区分表 

 
指定管理者は、これらに基づく自らのリスクに対して、適切な範囲で保険等に加入するこ

と。なお、火災保険及び建物損害保険については、市が加入する。 

 

項目 内容等 小
平
市 

指 定
管 理
者 

学童クラブの運営 保育指導、企画調整、安全確保、事故対応、苦情
対応、保育記録、職員配置等 

 
○ 

おやつ（児童１人当たり月額２,０００円）の提
供） 

 
○ 

施設経費（光熱水費、電話料、医薬品） ○  

物価の変動 人件費、物品費、光熱費等の変動に伴う増減 協議事項 

金利の変動 金利の変動に伴う経費の増加  ○ 

税制度の変更 一般的な税制変更  ○ 

消費税の変更 該当なし 

法令の改正 施設の設置基準、管理基準等の変更により、施
設、設備等の改修又は整備が必要なもの。 

○  

施設の管理業務一般に関するもの。  ○ 

施設の利用許可等 延長保育の利用承認、利用承認の取消等  ○ 

市の指定する施設の目的外使用許可 ○  

施設の利用承認、利用承認の取消等に対する不服
申立て 

○  

施設、設備の修繕
等 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

１件につき６万円（消費税額及び地方消費税額を
含む）または年額６万円以上のもの 

○  

年額６万円（消費税額及び地方消費税額を含む）
未満のもの 

 ○ 

その他特別な事情が認められるとき 協議事項 

備品等の修繕 指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

市の備品等の修繕で、１件につき６万円（消費税
額及び地方消費税額を含む）または年額６万円以
上のもの 

○  

市の備品等の修繕で、年額６万円（消費税額及び
地方消費税額を含む）未満のもの 

 ○ 

指定管理者が購入した備品等の修繕  ○ 

周辺地域、住民及
び施設利用者への
対応 

周辺地域との協調に関するもの  ○ 

施設の管理運営に対する利用者又は地域住民から
の要望、苦情等への対応に関するもの 

 ○ 

その他 ○  

セキュリティ 指定管理者として講ずべき措置の不備又は錯誤、
指定管理者の職員の不法行為による情報漏洩、犯
罪等の発生 

 ○ 

利用者、第三者へ
の賠償責任 

指定管理者が行う業務の履行に際して発生した損
害 

 ○ 

市の責により生じた損害 ○  

その他 協議事項 

保険への加入 建物総合損害共済保険（不測の事態による火災、
風災、水災、落雷による損害に対応） 

○  



指定管理者が行う管理に起因する事故により利用
者又は第三者に与えた損害に対する保険（例：施
設賠償責任保険等） 

 ○ 

不可抗力 不可抗力に伴う管理業務の履行不能、施設等の損
害復旧等 

協議事項 

災害等対応 市内全学童クラブに対する初動対応（連絡体制、
避難指示、被害調査・報告、応急措置等） 

○  

各学童クラブにおける初動対応（連絡体制、安全
確保、避難活動、被害調査・報告、応急措置等） 

 
○ 

災害復旧 ○  

包括的管理責任  ○  

事業終了時の費用 指定期間が終了した場合又は指定を取り消された
場合における指定管理者の原状回復及び撤収費用
等 

 

○ 
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市で準備する備品等 

 

１ 管理対象施設 
  

（１）小平市立十四小学童クラブ第一 

延床面積 約 68 ㎡ 

軽量鉄骨造 １階建て 

 

（２）小平市立十四小学童クラブ第二 

延床面積 約 68 ㎡ 

軽量鉄骨造 １階建て 

 

２ 備品等  
 

（１）小平市立十四小学童クラブ第一 

品名 品質・規格 (未定。以下は過去に購入した事例) 数量 

片袖デスク ウチダ 5-119-5928 ２ 

OAチェア クラウン 06796 ２ 

冷蔵庫 ＡＱＵＡ AQR-361A １ 

掃除機 日立 CV-CG3 １ 

ファクシミリ付き電話機 パナソニック KX-PD205DL １ 

リフトテーブル ウチダ １２ 

児童イス ウチダ ４５ 

システムロッカー ウチダ 5-860-5002 ２ 

スチール書庫 ウチダ 5-847-2921 １ 

ガスコンロ ２口 １ 

万能スタンド ウチダ １ 

傘立て クラウン 50356 １ 

ブラインド タチカワブラインド １式 

脚立 クラウン 31373   第二クラブと共有 １ 

給湯器  １ 

空気清浄機 ダイキン １ 

壁掛け扇風機  ４ 

プリンター エプソン １ 

 

 

 



（２）小平市立十四小学童クラブ第二 

品名 品質・規格 (未定。以下は過去に購入した事例) 数量 

片袖デスク ウチダ 5-119-5928 ２ 

OAチェア クラウン 06796 ２ 

冷蔵庫 ハイアール JR-NF445B １ 

掃除機 日立 CV-CG3 １ 

ファクシミリ付き電話機 パナソニック KX-PD205DL １ 

リフトテーブル ウチダ １４ 

児童イス ウチダ ５０ 

システムロッカー ウチダ 5-860-5002 ２ 

スチール書庫 ウチダ 5-847-2921 ２ 

ガスコンロ ２口 １ 

万能スタンド ウチダ １ 

傘立て クラウン 50356 ２ 

ブラインド タチカワブラインド １式 

脚立 クラウン 31373   第一クラブと共有 １ 

給湯器  １ 

空気清浄機 ダイキン ２ 

壁掛け扇風機  ４ 

プリンター エプソン １ 

 

 


